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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　交流系統から供給される交流電力と列車の余剰回生電力とを併用して駅負荷に電力を供
給する駅舎電源装置であって、
　き電電圧を検出するき電電圧検出部と、
　前記余剰回生電力を貯蔵する蓄電部の充電量を検出する充電量検出部と、
　き電線と前記蓄電部との間で双方向に直流／直流電力変換を行う第１の電力変換部と、
　前記蓄電部から供給される直流電力を交流電力に変換して前記駅負荷に供給する第２の
電力変換部と、
　前記き電電圧および前記充電量に基づいて、前記第１の電力変換部および前記第２の電
力変換部を制御する制御部と、
　を備え、
　前記制御部は、前記き電電圧が所定の第１の電圧閾値を上回った場合に、前記き電線か
ら前記蓄電部に電力を供給するように前記第１の電力変換部を制御し、前記充電量が所定
の第１の充電量閾値を上回った場合に、前記蓄電部から前記駅負荷に電力を供給するよう
に前記第２の電力変換部を制御し、前記き電電圧が前記第１の電圧閾値よりも小さい第２
の電圧閾値を下回り、且つ、前記充電量が前記第１の充電量閾値よりも大きい第２の充電
量閾値を上回った場合に、前記蓄電部から前記き電線に電力を供給するように前記第１の
電力変換部を制御する
　ことを特徴とする駅舎電源装置。
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【請求項２】
　前記制御部は、前記蓄電部から前記駅負荷に供給する電力量が一定となるように前記第
２の電力変換部を制御することを特徴とする請求項１に記載の駅舎電源装置。
【請求項３】
　交流系統から供給される交流電力と列車の余剰回生電力とを併用して駅負荷に電力を供
給する駅舎電源装置であって、
　き電電圧を検出するき電電圧検出部と、
　き電線と前記余剰回生電力を貯蔵する蓄電部との間で双方向に直流／直流電力変換を行
う第１の電力変換部と、
　前記蓄電部から供給される直流電力を交流電力に変換して前記駅負荷に供給する第２の
電力変換部と、
　前記蓄電部の充電量を検出する充電量検出部と、
　前記き電電圧および前記充電量に基づいて、前記第１の電力変換部および前記第２の電
力変換部を制御する制御部と、
　を備え、
　前記制御部は、前記き電電圧が所定の第１の電圧閾値を上回った場合に、前記き電線か
ら前記蓄電部に電力を供給するように前記第１の電力変換部を制御し、前記充電量が所定
の第１の充電量閾値を上回った場合に、前記蓄電部から前記駅負荷に電力を供給するよう
に前記第２の電力変換部を制御し、前記充電量が前記第１の充電量閾値を下回った場合に
、前記蓄電部から前記駅負荷に供給する電力量を所定の時間をかけて減少させるように前
記第２の電力変換部を制御する
　ことを特徴とする駅舎電源装置。
【請求項４】
　交流系統から供給される交流電力と列車の余剰回生電力とを併用して駅負荷に電力を供
給する駅舎電源装置であって、
　き電電圧を検出するき電電圧検出部と、
　前記余剰回生電力を貯蔵する蓄電部の充電量を検出する充電量検出部と、
　き電線と前記蓄電部との間で双方向に直流／直流電力変換を行う第１の電力変換部と、
　前記蓄電部から供給される直流電力を交流電力に変換して前記駅負荷に供給する第２の
電力変換部と、
　前記き電電圧および前記充電量に基づいて、前記第１の電力変換部および前記第２の電
力変換部を制御する制御部と、
　を備え、
　前記制御部は、前記充電量が所定の第１の充電量閾値を上回った場合に、前記蓄電部か
ら前記駅負荷に電力を供給するように前記第２の電力変換部を制御し、前記充電量が前記
第１の充電量閾値よりも大きい第２の充電量閾値を上回った場合に、前記蓄電部から前記
き電線に電力を供給するように前記第１の電力変換部を制御する
　ことを特徴とする駅舎電源装置。
【請求項５】
　交流系統から供給される交流電力と列車の余剰回生電力とを併用して駅負荷に電力を供
給する駅舎電源装置であって、
　き電電圧を検出するき電電圧検出部と、
　前記余剰回生電力を貯蔵する蓄電部の充電量を検出する充電量検出部と、
　き電線と前記蓄電部との間で双方向に直流／直流電力変換を行う第１の電力変換部と、
　前記蓄電部から供給される直流電力を交流電力に変換して前記駅負荷に供給する第２の
電力変換部と、
　前記き電電圧および前記充電量に基づいて、前記第１の電力変換部および前記第２の電
力変換部を制御する制御部と、
　を備え、
　前記制御部は、前記充電量が所定の第１の充電量閾値を上回った場合に、前記蓄電部か
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ら前記駅負荷に電力を供給する電力が一定となるように前記第２の電力変換部を制御する
　ことを特徴とする駅舎電源装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、交流系統から供給される交流電力と列車の余剰回生電力とを併用して駅構内
の空調装置や照明装置、昇降機等の各電気設備（以下、「駅負荷」という）に電力を供給
する駅舎電源装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、直流き電系統では、列車の回生ブレーキによって発生した回生電力は、き電線を
介して他の列車の力行電力として利用されている。このような直流き電系統では、同一の
変電区間内において、回生電力が力行電力を上回った場合には、き電電圧が上昇し、回生
電力が力行電力を下回った場合には、き電電圧が低下する。従来、例えば、回生電力が力
行電力を上回る場合に生じる余剰回生電力を交流電力に変換して交流系統を介して駅負荷
に供給し、駅負荷の消費電力を上回る電力を二次電池に蓄電して、き電電圧低下時に二次
電池を放電してき電線に直流電力を供給することにより、き電電圧の安定化を図りつつ、
交流系統に逆潮流しない範囲で、余剰回生電力を有効活用する技術が開示されている（例
えば、特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第４４３２６７５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記従来技術では、余剰回生電力が発生した時点で、駅負荷に接続され
た交流系統に電力を回生しているため、交流系統の電力量が間欠的に変動して不安定とな
る、という問題があった。
【０００５】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、駅負荷に交流電力を供給する交流系統
の電力量の変動を抑制しつつ、余剰回生電力を有効活用することができる駅舎電源装置を
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上述した課題を解決し、目的を達成するため、本発明にかかる駅舎電源装置は、交流系
統から供給される交流電力と列車の余剰回生電力とを併用して駅負荷に電力を供給する駅
舎電源装置であって、き電電圧を検出するき電電圧検出部と、前記余剰回生電力を貯蔵す
る蓄電部の充電量を検出する充電量検出部と、き電線と前記蓄電部との間で双方向に直流
／直流電力変換を行う第１の電力変換部と、前記蓄電部から供給される直流電力を交流電
力に変換して前記駅負荷に供給する第２の電力変換部と、前記き電電圧および前記充電量
に基づいて、前記第１の電力変換部および前記第２の電力変換部を制御する制御部と、を
備え、前記制御部は、前記き電電圧が所定の第１の電圧閾値を上回った場合に、前記き電
線から前記蓄電部に電力を供給するように前記第１の電力変換部を制御すると共に、前記
充電量が所定の第１の充電量閾値を上回った場合に、前記蓄電部から前記駅負荷に電力を
供給するように前記第２の電力変換部を制御することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、駅負荷に交流電力を供給する交流系統の電力量の変動を抑制しつつ、
余剰回生電力を有効活用することができる、という効果を奏する。
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【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は、実施の形態にかかる駅舎電源装置の一構成例を示す図である。
【図２】図２は、実施の形態にかかる駅舎電源装置のタイムチャートの一例を示す図であ
る。
【図３】図３は、余剰回生電力を貯蔵するための蓄電部を具備しない従来の駅舎電源装置
のタイムチャートの一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下に添付図面を参照し、本発明の実施の形態にかかる駅舎電源装置について説明する
。なお、以下に示す実施の形態により本発明が限定されるものではない。
【００１０】
実施の形態．
　図１は、実施の形態にかかる駅舎電源装置の一構成例を示す図である。駅舎２には、交
流系統１から供給された高圧の交流電力（ここでは、ＡＣ６６００Ｖ系）を低圧の交流電
力（ここでは、ＡＣ２１０Ｖ系）に変換する変圧器３が図示しない駅電気室等に設置され
、駅構内の空調装置や照明装置、昇降機等の各電気設備４－１，４－２，…４－ｎ（以下
、「駅負荷４」という）に電力が供給されている。実施の形態にかかる駅舎電源装置１０
０は、列車５が走行する変電区間内で消費しきれなかった余剰回生電力を、低圧の交流電
力に変換して駅負荷４に供給するように構成される。つまり、駅負荷４には、交流系統１
から供給される交流電力と変電区間内の余剰回生電力とが並行して供給される。
【００１１】
　図１に示すように、実施の形態にかかる駅舎電源装置１００は、き電線６とレール７と
の間のき電電圧（ここでは、ＤＣ１５００Ｖ系）を検出するき電電圧検出部８と、列車５
の走行する変電区間内の余剰回生電力を貯蔵する蓄電部９と、蓄電部９の充電量（ＳＯＣ
:Ｓｔａｔｅ　Ｏｆ　Ｃｈａｒｇｅ）を検出する充電量検出部１０と、き電線６と蓄電部
９との間で双方向に直流／直流電力変換を行う双方向ＤＣ／ＤＣコンバータ２１を具備し
た第１の電力変換部１１と、蓄電部９から供給される直流電力を交流電力に変換するイン
バータ２２およびインバータ２２の出力を駅負荷４に供給する交流電力（ここでは、ＡＣ
２１０Ｖ系）に変換する変圧器２３を具備した第２の電力変換部１２と、き電電圧および
蓄電部９の充電量に基づいて、第１の電力変換部１１および第２の電力変換部１２を制御
する制御部１３とを備えている。なお、充電量検出部１０による充電量の検出手法につい
ては、公知の手法を用いればよく、この充電量の検出手法により本発明が限定されるもの
ではない。また、第１の電力変換部１１を構成する双方向ＤＣ／ＤＣコンバータ２１およ
び第２の電力変換部１２を構成するインバータ２２の回路構成により本発明が限定される
ものではない。
【００１２】
　つぎに、実施の形態にかかる駅舎電源装置１００の動作概念について、図１を参照して
説明する。本実施の形態では、き電電圧に対する電圧閾値（第１の電圧閾値）と、蓄電部
９の充電量に対する充電量閾値（第１の充電量閾値）とを設ける。
【００１３】
　そして、第１の電圧閾値として、変電区間内の余剰回生電力の発生を検知する値を設定
し、制御部１３は、き電電圧がこの第１の電圧閾値を上回った場合に、第１の電力変換部
１１を制御して、き電線６から蓄電部９に電力を供給し、蓄電部９の充電を行う。
【００１４】
　また、第１の充電量閾値として、蓄電部９が放電可能か否かを検知する値を設定し、制
御部１３は、蓄電部９の充電量がこの第１の充電量閾値を上回った場合に、第２の電力変
換部１２を制御して、蓄電部９から駅負荷４に電力を供給する。
【００１５】
　このように制御することにより、変電区間内の余剰回生電力が発生する毎に、この余剰
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回生電力により蓄電部９に充電し、蓄電部９が放電可能な充電量を維持している期間は、
蓄電部９に充電された余剰回生電力により、連続して交流系統１から駅負荷４に供給され
る電力を補助することができる。これにより、き電線６の電圧変動および交流系統１から
供給される電力量の変動を抑制しつつ、余剰回生電力を有効活用することができる。
【００１６】
　また、蓄電部９から駅負荷４に供給する電力量が略一定となるように第２の電力変換部
１２を制御することにより、交流系統１から供給される電力量をより安定させることがで
きる。
【００１７】
　さらに、き電電圧に対して、第１の電圧閾値よりも小さい第２の電圧閾値を設け、蓄電
部９の充電量に対して、第１の充電量閾値よりも大きい第２の充電量閾値を設け、第２の
電圧閾値として、変電区間内の電力が不足していることを検知する値を設定し、第２の充
電量閾値として、蓄電部９が変電区間内の不足電力を補填可能か否かを検知する値を設定
し、制御部１３は、き電電圧が第２の電圧閾値を下回り、且つ、蓄電部９の充電量が第２
の充電量閾値を上回った場合に、第１の電力変換部を制御して、蓄電部９からき電線６に
電力を供給するようにしてもよい。
【００１８】
　このように制御することにより、蓄電部９が変電区間内の不足電力を補填可能な充電量
を維持している期間は、蓄電部９に充電された余剰回生電力により、変電区間内の不足電
力を補助することができる。これにより、き電線６の電圧変動をより安定させることがで
きる。
【００１９】
　つぎに、実施の形態にかかる駅舎電源装置１００の具体的な動作例について、図２を参
照して説明する。図２は、実施の形態にかかる駅舎電源装置のタイムチャートの一例を示
す図である。
【００２０】
　図２（ａ）は、き電電圧の推移を示し、図２（ｂ）は、蓄電部９の充放電電力の推移を
示している。また、図２（ｃ）は、蓄電部９の充電量の推移を示し、図２（ｄ）は、駅負
荷４の消費電力を示している。なお、図２に示す例では、蓄電部９の充電方式として定電
力充電方式を用いた例を示している。また、蓄電部９からき電線６への放電についても、
定電力で放電させる例を示している。これら蓄電部９の充電方式や蓄電部９からき電線６
への放電方式により本発明が限定されるものではない。
【００２１】
　時刻ｔ１～時刻ｔ２の期間は、き電電圧が第２の電圧閾値～第１の電圧閾値の範囲内で
あり（図２（ａ））、蓄電部９の充電量が第１の充電量閾値を上回っているので（図２（
ｃ））、制御部１３は、第２の電力変換部１２を動作させ、蓄電部９から駅負荷４への放
電をＯＮとしている。このとき、制御部１３は、蓄電部９から駅負荷４に供給する電力量
が略一定となるように、第２の電力変換部を制御している（図２（ｂ））。
【００２２】
　蓄電部９の充電量が徐々に低下し、時刻ｔ２において蓄電部９の充電量が第１の充電量
閾値を下回ると（図２（ｃ））、制御部１３は、蓄電部９から駅負荷４に供給する電力量
を徐々に減少させ、時刻ｔ２’において蓄電部９から駅負荷４に供給する電力量が略零と
なると共に、第２の電力変換部１２の動作を停止して、蓄電部９から駅負荷４への放電を
ＯＦＦとしている。
【００２３】
　また、時刻ｔ３においてき電電圧が第１の電圧閾値を上回ると（図２（ａ））、制御部
１３は、第１の電力変換部１１を動作させ、き電線６から蓄電部９への充電をＯＮとする
。その後、時刻ｔ３’において蓄電部９の充電量が第１の充電量閾値を上回ると、制御部
１３は、第２の電力変換部１２を動作させ、蓄電部９から駅負荷４への放電をＯＮとし、
蓄電部９から駅負荷４に供給する電力量を徐々に増加させ、時刻ｔ３”以降、蓄電部９か
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ら駅負荷４に供給する電力量が略一定となるように、第２の電力変換部を制御する（図２
（ｂ））。
【００２４】
　時刻ｔ３～時刻ｔ４の期間は、き電線６から蓄電部９への充電が行われることにより、
蓄電部９の充電量が増加する（図２（ｃ））。一方、き電電圧は、蓄電部９への充電を行
わなかった場合（図２（ａ）中の破線で示す線）よりも低下する（図２（ａ）中の実線で
示す線）。
【００２５】
　時刻ｔ４においてき電電圧が第１の電圧閾値を下回ると（図２（ａ））、制御部１３は
、第１の電力変換部１１の動作を停止させ、き電線６から蓄電部９への充電をＯＦＦとす
る。
【００２６】
　時刻ｔ５～時刻ｔ６の期間は、き電電圧が第１の電圧閾値を下回っているが、蓄電部９
の充電量が第２の充電量閾値を下回っているので、蓄電部９からき電線６への放電は行わ
ない。つまり、時刻ｔ４～時刻ｔ７の期間は、蓄電部９から駅負荷４への放電のみ行われ
ることにより、蓄電部９の充電量が徐々に低下する（図２（ｃ））。
【００２７】
　時刻ｔ７においてき電電圧が第１の電圧閾値を上回ると（図２（ａ））、制御部１３は
、第１の電力変換部１１を動作させ、き電線６から蓄電部９への充電をＯＮとする。
【００２８】
　時刻ｔ７～時刻ｔ８の期間は、時刻ｔ３～時刻ｔ４の期間と同様に、き電線６から蓄電
部９への充電が行われることにより、蓄電部９の充電量が増加し（図２（ｃ））、き電電
圧は、蓄電部９への充電を行わなかった場合（図２（ａ）中の破線で示す線）よりも低下
する（図２（ａ）中の実線で示す線）。
【００２９】
　時刻ｔ８においてき電電圧が第１の電圧閾値を下回ると（図２（ａ））、制御部１３は
、第１の電力変換部１１の動作を停止させ、き電線６から蓄電部９への充電をＯＦＦとす
る。
【００３０】
　時刻ｔ８～時刻ｔ９の期間は、き電電圧が第２の電圧閾値～第１の電圧閾値の範囲内で
あり（図２（ａ））、蓄電部９の充電量が第１の充電量閾値を上回っているので（図２（
ｃ））、蓄電部９から駅負荷４への放電のみ行われることにより、蓄電部９の充電量が徐
々に低下する（図２（ｃ））。
【００３１】
　時刻ｔ９においてき電電圧が第２の電圧閾値を下回ると（図２（ａ））、制御部１３は
、第１の電力変換部１１を動作させ、蓄電部９からき電線６への放電をＯＮとする。
【００３２】
　時刻ｔ９～時刻ｔ１０の期間は、き電電圧が第２の電圧閾値を下回り（図２（ａ））、
且つ、時刻ｔ５～時刻ｔ６の期間とは異なり、蓄電部９の充電量が第２の充電量閾値を上
回っているので（図２（ｃ））、蓄電部９から駅負荷４への放電と、蓄電部９からき電線
６への放電が同時に行われることにより、蓄電部９の充電量がより低下し（図２（ｃ））
、き電電圧は、蓄電部９への放電を行わなかった場合（図２（ａ）中の破線で示す線）よ
りも上昇する（図２（ａ）中の実線で示す線）。
【００３３】
　時刻ｔ１０において第２の充電量閾値を下回ると（図２（ｃ））、制御部１３は、第１
の電力変換部１１の動作を停止させ、蓄電部９からき電線６への放電をＯＦＦとする。
【００３４】
　時刻ｔ１０～時刻ｔ１１の期間は、き電電圧が第１の電圧閾値を下回っているが（図２
（ａ））、蓄電部９の充電量が第２の充電量閾値を下回っているので（図２（ｃ））、蓄
電部９からき電線６への放電は行わない。つまり、時刻ｔ１０～時刻ｔ１２の期間は、時
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刻ｔ４～時刻ｔ７の期間と同様に、蓄電部９から駅負荷４への放電のみ行われることによ
り、蓄電部９の充電量が徐々に低下する（図２（ｃ））。
【００３５】
　時刻ｔ１２においてき電電圧が第１の電圧閾値を上回ると（図２（ａ））、制御部１３
は、第１の電力変換部１１を動作させ、き電線６から蓄電部９への充電ＯＮとする。
【００３６】
　時刻ｔ１２以降は、時刻ｔ３～時刻ｔ４の期間と同様に、き電線６から蓄電部９への充
電が行われることにより、蓄電部９の充電量が増加し（図２（ｃ））、き電電圧は、蓄電
部９への充電を行わなかった場合（図２（ａ）中の破線で示す線）よりも低下する（図２
（ａ）中の実線で示す線）。
【００３７】
　このように、図２に示す例では、蓄電部９の充電量が第１の充電量閾値を下回っている
期間を除き、き電電圧が第１の電圧閾値を上回っている期間に蓄電部９に充電された余剰
回生電力が駅負荷４に略一定の電力量で供給される。
【００３８】
　ここで、余剰回生電力を貯蔵するための蓄電部を具備しない従来の構成の場合について
説明する。図３は、余剰回生電力を貯蔵するための蓄電部を具備しない従来の駅舎電源装
置のタイムチャートの一例を示す図である。図３（ａ）は、き電電圧の推移を示し、図３
（ｂ）は、駅負荷の消費電力を示している。
【００３９】
　図３に示す従来の構成では、き電電圧が電圧閾値を超えた場合、つまり、余剰回生電力
が発生した場合のみ、駅負荷にき電線からの電力が供給されるため、交流系統から供給さ
れる電力量が間欠的に変動する。このため、き電線から供給される電力が駅負荷の消費電
力量以下である場合でも、交流系統の総電力量が間欠的に変動することとなり、交流系統
電圧の変動を招く要因となり得る。
【００４０】
　本実施の形態の構成では、間欠的に発生する余剰回生電力を蓄電部９に貯蔵しておき、
蓄電部９が放電可能な充電量を維持している期間は、蓄電部９に貯蔵された余剰回生電力
により、連続して交流系統１から駅負荷４に供給される電力を補助するようにしているの
で、交流系統１の総電力量の変動を抑制しつつ、余剰回生電力を有効活用することができ
る。
【００４１】
　以上説明したように、実施の形態にかかる駅舎電源装置によれば、変電区間内の余剰回
生電力を貯蔵する蓄電部と、き電線と蓄電部との間で双方向に直流／直流電力変換を行う
第１の電力変換部と、蓄電部から供給される直流電力を駅負荷に供給する交流電力に変換
する第２の電力変換部とを備え、き電電圧に対する電圧閾値（第１の電圧閾値）と、蓄電
部の充電量に対する充電量閾値（第１の充電量閾値）とを設け、第１の電圧閾値として、
変電区間内の余剰回生電力の発生を検知する値を設定し、第１の充電量閾値として、蓄電
部が放電可能か否かを検知する値を設定し、き電電圧が第１の電圧閾値を上回った場合に
、第１の電力変換部を制御して、き電線から蓄電部に電力を供給して蓄電部の充電を行い
、蓄電部の充電量が第１の充電量閾値を上回った場合に、第２の電力変換部を制御して、
蓄電部から駅負荷に電力を供給するようにしたので、変電区間内の余剰回生電力が発生す
る毎に、この余剰回生電力により蓄電部に充電し、蓄電部が放電可能な充電量を維持して
いる期間は、蓄電部に充電された余剰回生電力により、連続して交流系統から駅負荷に供
給される電力を補助することができるので、き電線の電圧変動および交流系統から供給さ
れる電力量の変動を抑制しつつ、余剰回生電力を有効活用することができる。
【００４２】
　また、蓄電部から駅負荷に供給する電力量が略一定となるように第２の電力変換部を制
御することにより、交流系統から供給される電力量をより安定させることができる。
【００４３】
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　さらに、き電電圧に対して、第１の電圧閾値よりも小さい第２の電圧閾値を設け、蓄電
部の充電量に対して、第１の充電量閾値よりも大きい第２の充電量閾値を設け、第２の電
圧閾値として、変電区間内の電力が不足していることを検知する値を設定し、第２の充電
量閾値として、蓄電部が変電区間内の不足電力を補填可能か否かを検知する値を設定し、
き電電圧が第２の電圧閾値を下回り、且つ、蓄電部の充電量が第２の充電量閾値を上回っ
た場合に、第１の電力変換部を制御して、蓄電部からき電線に電力を供給するようにする
ことにより、蓄電部が変電区間内の不足電力を補填可能な充電量を維持している期間は、
蓄電部に充電された余剰回生電力により、変電区間内の不足電力を補助することができる
ので、き電線の電圧変動をより安定させることができる。
【００４４】
　なお、以上の実施の形態に示した構成は、本発明の構成の一例であり、別の公知の技術
と組み合わせることも可能であるし、本発明の要旨を逸脱しない範囲で、一部を省略する
等、変更して構成することも可能であることは言うまでもない。
【符号の説明】
【００４５】
　１　交流系統、２　駅舎、３　変圧器、４，４－１，４－２，…４－ｎ　駅負荷、５　
列車、６　き電線、７　レール、８　き電電圧検出部、９　蓄電部、１０　充電量検出部
、１１　第１の電力変換部、１２　第２の電力変換部、１３　制御部、２１　双方向ＤＣ
／ＤＣコンバータ、２２　インバータ、２３　変圧器、１００　駅舎電源装置。

【図１】 【図２】
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